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清
朝
中
期
の
保
甲
制
に
つ
い
て

嘉
慶
期
浙
江
平
湖
県
の
場
合
‐

は

じ

め

に

旧
中
国
に
在
っ
て
、
支
配
階
級
の
最
大
の
関
心
事
は
、
如
何
に
徴
税
を
円

滑
に
且
つ
効
果
的
に
行
う
か
と
い
う
点
と
、
如
何
に
対
人
民
支
配
を
安
定
化

さ
せ
る
か
、
人
民
を
自
ら
の
支
配
下
に
安
置
せ
し
め
る
か
、
と
い
う
二
点
に

在
っ
た
と
言
っ
で
も
過
言
で
は
な
い
。
前
者
に
在
っ
て
ば
、
賦
役
改
革
の
歴

史
が
展
開
さ
れ
、
清
朝
に
至
っ
て
地
了
銀
制
と
し
て
一
応
の
安
定
を
見
る
改

革
の
動
き
が
そ
れ
で
あ
り
、
他
方
後
者
に
つ
い
て
は
、
里
甲
割
下
の
里
長
正

役
の
一
つ
と
し
て
、
治
安
維
持
の
任
を
負
わ
せ
、
或
い
は
里
老
人
制
に
よ
る

教
化
策
に
よ
っ
て
明
代
前
中
期
は
経
過
し
た
が
、
里
甲
体
制
の
解
体
に
伴
い
、

こ
れ
に
代
る
も
の
と
し
て
保
甲
制
が
重
視
さ
れ
、
そ
の
施
行
が
叫
ば
れ
る
事

と
な
る
。

こ
の
明
未
清
初
期
の
保
甲
論
議
は
、
他
方
で
里
甲
体
制
の
解
体
=
賦
役
改

革
論
議
の
中
で
併
行
し
て
展
開
さ
れ
た
。
従
っ
て
こ
の
間
の
治
安
維
持
の
方

策
と
し
て
の
保
甲
制
は
、
銭
糧
徴
収
の
方
策
と
し
て
の
賦
役
改
革
と
表
裏
の

関
係
で
論
議
さ
れ
、
且
つ
里
甲
制
に
代
っ
て
こ
の
二
つ
の
任
務
を
遂
行
す
る

制
度
と
し
て
保
甲
制
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
保
甲
制
に
こ
の
二
つ
の
任

務
を
遂
行
す
る
役
割
を
与
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

か
か
る
施
策
の
典
型
的
な
も
の
が
、
雍
正
前
半
期
に
行
な
わ
れ
た
「
順
荘
編

目

黒

克

彦

(
史

学

教

室
)

里
法
」
と
い
う
、
保
甲
制
を
基
礎
と
し
た
銭
糧
催
徴
法
の
実
施
で
あ
っ
た
事

を
嘗
て
述
べ
た
事
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
未
だ
'
』
の
施
策
の
実
際
的
な
効
果
、

そ
の
後
の
継
続
性
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
得
て
い
な
い
。
し
か
し
乾
隆
以

降
の
保
甲
論
議
に
お
い
て
は
、
専
ら
そ
の
本
来
の
治
安
維
持
の
側
面
の
み
が

述
べ
ら
れ
、
銭
糧
催
徴
の
側
面
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
事
が
ら
、

或
い
は
地
丁
銀
制
の
全
国
的
展
開
と
自
然
荘
村
を
単
位
と
し
た
徴
税
体
制
が

一
応
の
安
定
化
・
固
定
化
を
見
る
に
至
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
納
税

義
務
戸
に
対
す
る
「
挨
戸
滾
催
」

・
「
自
封
投
櫃
」
・
地
保
等
に
よ
る
催
徴
と

い
う
徴
税
体
制
の
一
定
の
展
開
に
よ
っ
て
、
徴
税
体
制
を
め
ぐ
る
間
題
は
、

保
甲
制
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
こ
の
点
の
論
証
は

後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

さ
て
清
初
の
保
甲
制
に
は
以
上
の
如
き
特
徴
が
有
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

清
朝
中
期
嘉
慶
白
蓮
教
徒
の
乱
に
象
徴
さ
れ
る
支
配
体
制
の
動
揺
は
、
そ
の

根
底
に
お
い
て
抗
租
・
抗
糧
の
風
潮
的
展
開
、
及
び
官
界
に
お
け
る
綱
紀
の

弛
緩
に
よ
る
腐
敗
の
進
行
が
厳
存
し
、
対
人
民
支
配
の
安
定
化
は
極
め
て
困

難
で
あ
っ
た
。
か
か
る
情
勢
下
で
保
甲
制
に
期
待
さ
れ
た
の
は
、
も
と
よ
り

そ
の
制
度
本
来
の
任
務
で
あ
る
治
安
維
持
の
側
面
に
お
け
る
実
効
有
る
施
行

で
あ
り
、
そ
の
為
に
保
甲
制
自
体
へ
の
改
革
を
加
え
つ
つ
、
対
人
民
支
配
の

強
化
に
よ
る
体
制
の
安
定
化
で
あ
る
。
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清朝中期の保甲制について

以
上
の
如
き
観
点
に
立
ち
、
清
朝
中
期
嘉
慶
期
の
保
甲
制
に
つ
い
て
、
実

例
に
拠
っ
て
検
討
し
、
そ
の
特
徴
・
問
題
点
等
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
加

え
る
事
と
す
る
。

一

保
甲
令
の
発
布

白
蓮
教
徒
の
反
乱
の
平
定
が
成
り
、
一
応
の
平
安
を
得
た
か
に
思
わ
れ
た

嘉
慶
十
八
二
八
一
三
)
年
九
月
、
突
然
に
紫
禁
城
が
「
教
匪
」
に
侵
人
さ
れ

る
と
い
う
事
件
が
起
っ
た
。
即
ち
天
理
教
を
奉
す
る
林
清
を
中
心
と
す
る
集

団
約
二
百
名
が
、
九
月
十
五
日
に
紫
禁
城
に
侵
入
し
た
が
、
間
も
な
く
皇
子

受
寧
等
の
活
躍
に
よ
り
、
三
十
名
余
の
犠
牲
を
残
し
、
侵
入
者
は
逃
亡
す
る
、

と
い
う
事
件
で
あ
シ
・
皇
帝
の
居
城
が
襲
撃
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
一
大
椿
事

に
対
し
て
、
嘉
慶
帝
は
「
漢
唐
宋
明
未
有
之
事
」
と
驚
愕
し
、
従
来
の
警
備

体
制
の
不
備
・
甘
さ
を
痛
感
し
、
順
天
府
の
警
備
強
化
を
厳
命
す
る
と
共
に
、

改
め
て
保
甲
制
の
効
果
有
る
実
施
を
命
ず
る
事
と
な
る
。

勿
論
嘉
慶
朝
に
在

9

つ
て
も
前
代
か
ら
継
承
し
て
保
甲
制
は
施
行
さ
れ
て
い
た
が
、
白
蓮
教
徒
の

乱
の
平
定
後
に
在
っ
て
も
、
「
教
匪
」
に
よ
る
地
方
的
な
十
反
乱
は
絶
え
ず
起

っ
て
お
り
、
そ
の
事
は
治
安
維
持
の
方
策
と
し
て
の
保
甲
制
が
充
分
に
機
能

し
て
い
な
い
証
左
で
あ
る
と
し
て
、
保
甲
制
再
施
行
を
命
ず
る
事
と
な
る
。

先
ず
事
件
の
起
っ
た
直
後
に
順
天
府
に
お
け
る
保
甲
編
査
を
歩
軍
統
領
・
順

天
府
・
五
城
御
史
に
命
じ
て
い
る
。
そ
の
際
に
嘉

1
諜
は
。

若
視
此
旨
為
具
文
、
因
循
不
辨
、
非
朕
之
臣
子
矣
、

と
い
う
厳
し
い
口
調
で
命
じ
て
い
る
事
か
ら
も
、
こ
の
事
件
の
衝
撃
の
大
き

さ
と
、
此
度
の
保
甲
実
施
に
対
す
る
強
い
意
志
を
見
て
取
る
事
が
出
来
る
。

順
天
府
及
び
直
隷
省
に
対
し
て
は
、
以
後
逃
亡
犯
追
突
の
命
と
保
甲
督
促
令

が
盛
ん
に
出
さ
れ
る
が
、
全
国
的
に
保
甲
施
行
令
が
出
さ
れ
る
の
は
、
同
年

十
一
月
で
あ
っ
た
。
即
ち
「
邪
教
」
の
取
締
り
を
主
眼
と
し
、
従
前
の
怠
慢

一一-

四

を
寛
免
し
、

嗣
後
各
直
省
州
県
官
到
任
後
、
先
周
歴
村
荘
、
稽
査
保
甲
、
将
境
内
有
無

邪
教
、
申
報
該
管
上
司
、

と
述
べ
、
州
県
官
に
対
し
て
、
「
邪
教
」
へ
の
調
査
・
警
戒
を
命
じ
て
い
る
。

そ
し
て
翌
十
九
年
十
月
の
上
諭
に
拠
れ
ば
、

上
年
冬
間
、
朕
明
降
諭
旨
、
通
行
飭
辨
、
自
京
畿
以
及
直
省
、
次
第
奉
行
、

…
…
是
此
次
京
外
辨
理
保
甲
、
漸
有
成
效
、

と
述
べ
て
一
応
の
成
果
を
挙
げ
て
い
る
と
し
な
が
ら
も
、
他
方
官
場
の
習
気

と
し
て
の
「
始
動
終
怠
」
を
戒
し
め
て
い
る
。
又
こ
の
時
の
上
諭
で
は
、
那

彦
成
の
建
言
と
し
て
、

毎
年
秋
収
無
事
後
、
俟
外
出
耕
作
及
各
項
傭
工
人
衆
帰
里
之
時
、
請
再
行

稽
覈
一
次
、
免
致
匪
徒
溷
跡
、

と
い
う
方
策
を
採
用
し
、
周
到
な
保
甲
稽
査
を
命
じ
て
い
る
。
更
に
十
一
月

に
至
っ
て
再
び
全
国
的
な
保
甲
施
行
令
が
出
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
従
来
の
保

甲
制
が
十
分
に
効
果
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
原
因
と
し
て
、

推
原
其
故
、
総
由
各
州
県
賢
否
不
一
、
其
動
能
真
愨
之
員
、
於
辨
理
保
甲

事
宜
、
必
能
詳
慎
精
密
、
洞
察
無
遺
、
其
昏
庸
者
或
具
文
以
塞
責
、
虚
矯

者
或
飾
詞
以
見
長
、

と
述
べ
、
こ
こ
で
も
地
方
官
の
怠
慢
を
問
題
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て

改
め
て
州
県
官
の
「
其
辨
理
井
井
有
條
、
始
終
不
懈
者
」
に
は
奨
励
を
与
え
、

「
爾
弛
虚
飾
者
」
に
は
即
ち
に
参
劾
を
行
い
、
「
昏
庸
者
」
は
即
ち
に
更
迭
し

て
賢
能
の
員
に
代
え
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
保
甲
令
に
共
通
す
る

の
は
、
保
甲
制
施
行
の
一
線
に
立
つ
州
県
官
の
能
力
・
態
度
を
問
題
と
し
、

従
未
の
虚
飾
・
怠
慢
を
戒
し
め
て
お
り
、
保
甲
制
度
自
体
は
康
煕
以
来
の
定

制
を
是
認
し
、
成
果
を
挙
げ
得
な
い
原
囚
は
制
度
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

実
施
担
当
者
た
る
州
県
官
に
在
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
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か
く
し
て
林
清
事
件
を
契
機
と
し
て
改
め
て
保
甲
制
の
重
要
性
を
認
識
し

た
嘉
慶
帝
は
、
保
甲
制
の
有
効
な
実
施
に
本
腰
を
入
れ
て
取
組
む
事
と
な
り
、

全
国
に
保
甲
施
行
令
を
発
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
の
主
眼
点
は
あ
く
ま
で

も
横
行
挑
梁
す
る
「
教
匪
」
の
粛
清
に
在
っ
た
。
こ
う
し
て
発
布
さ
れ
た
保

甲
令
を
受
け
て
、
浙
江
省
平
湖
県
に
お
い
て
は
、
署
知
県
王
鳳
生
に
よ
っ
て

実
施
さ
れ
る
事
に
な
る
。
次
に
王
鳳
生
の
保
甲
制
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
す

る
事
と
す
る
。

二

平
湖
県
の
保
甲
制

彦

平
湖
県
に
お
い
て
保
甲
制
施
行
に
尽
力
し
た
王
鳳
生
は
、
字
を
竹
嶼
、
安

徽
源
の
人
で
あ
る
。
王
鳳
生
は
嘉
慶
十
九
（
一
八
一
四
)
年
に
嘉
興
府
の
通

判
よ
り
平
湖
県
事
を
署
理
す
る
↓
』
と
と
な
り
、
同
二
十
一
年
に
こ
の
任
を
去

克

る
ま
で
の
間
に
「
飲
射
・
読
法
・
保
甲
」
等
の
衰
退
し
て
久
し
き
に
亘
っ
て

い
た
制
度
を
復
興
し
た
、
と
「
光
緒
平
湖
県
志
」
は
記
し
て
い
る
。
彼
が
平

黒

湖
県
の
署
知
県
在
任
当
時
に
施
行
し
た
保
甲
制
に
つ
い
て
は
、
「
越
中
従
政
録
」

中
に
『
浙
江
平
湖
県
編
査
保
甲
事
宜
』
と
し
て
、
そ
の
方
法
等
を
規
定
す
る

目

條
約
一
冊
式
等
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
一
部
は
同
治
十
(
一
八
七
一
)
年

刊
の
徐
棟
・
r
日
昌
輯
の
「
保
甲
書
輯
要
」
に
も
収
め
ら
れ
、
い
わ
ば
保
甲

制
の
モ
デ
ル
ー
ケ
ー
ス
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
彼
の
平
湖

県
に
お
け
る
保
甲
制
は
当
時
の
為
政
者
に
と
っ
て
は
模
範
例
と
し
て
認
識
さ

れ
て
い
た
と
言
え
る
。
彼
の
政
治
に
臨
む
態
度
は
、

吏
治
勤
敏
、
終
日
坐
堂
皇
、
投
牒
者
立
為
剖
決
、
不
稍
淹
留
、
郷
民
咸
便

と
記
さ
れ
、
勤
勉
に
し
て
実
行
力
・
行
動
力
の
有
る
人
物
と
し
て
評
価
さ
れ

て
い
る
。

さ
て
王
鳳
生
が
赴
任
し
、
保
甲
制
を
実
施
し
た
平
湖
県
は
嘉
興
府
に
属
し
、

明
代
に
海
塩
県
よ
り
析
置
し
た
県
で
あ
り
、
杭
州
湾
の
北
側
に
位
置
し
、
管

内
に
は
当
時
通
商
港
と
し
て
賑
っ
た
乍
浦
を
含
ん
で
お
り
、
地
域
的
に
は
所

謂
浙
西
と
称
さ
れ
る
経
済
的
先
進
地
帯
に
位
置
し
て
い
る
。
従
っ
て
農
村
の

状
態
、
階
級
関
係
の
在
り
方
等
は
、
史
料
上
明
記
さ
れ
た
も
の
を
見
出
し
得

な
い
が
、
当
該
地
方
の
一
般
的
な
在
り
様
と
大
差
な
い
と
考
え
て
良
い
と
思

さ
て
王
鳳
生
は
署
平
湖
県
知
県
と
し
て
着
任
し
た
翌
年
の
七
月
に
「
平
湖

県
保
甲
事
宜
」
と
題
し
、
自
ら
の
保
甲
制
施
行
の
実
際
を
ま
と
め
た
書
の
序

文
と
見
ら
れ
る
冒
頭
文
章
の
末
尾
に
お
い
て
、

是
件
前
奉
制
憲
頒
刷
、
通
飭
浙
両
省
井
撫
藩
憲
、
通
飭
本
省
、
照
辨

理
在
案
、
時
甫
挙
行
、
立
法
尚
未
周
備
、
茲
経
竣
事
、
用
特
将
査
辨
次
第

章
程
、
詳
述
於
後
。
、

と
述
べ
て
い
る
事
か
ら
、
恐
ら
く
前
年
に
下
さ
れ
た
保
甲
令
を
承
け
て
、
王

鳳
生
に
よ
る
「
囚
地
制
宜
」
の
改
変
を
加
え
て
の
査
辨
が
一
応
の
終
了
を
見

た
事
か
ら
、
そ
の
次
第
及
び
章
程
等
を
ま
と
め
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
従
っ

て
平
湖
県
に
お
け
る
王
鳳
生
に
よ
る
保
甲
制
実
施
は
、
こ
れ
よ
り
前
、
恐
ら

く
は
十
九
年
末
か
ら
二
十
年
前
半
に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

保
甲
制
実
施
に
先
立
っ
て
、
従
来
の
保
甲
制
が
実
効
を
挙
げ
得
な
か
っ
た

原
囚
に
つ
い
て
の
彼
の
認
識
を
見
る
と
、

近
数
百
年
未
、
幾
視
為
具
文
、
民
不
知
設
立
保
甲
之
意
者
久
矣
、

と
述
べ
て
お
り
、
保
甲
制
は
近
数
百
年
の
間
、
具
文
と
視
な
さ
れ
、
人
民
も

保
甲
制
の
意
図
を
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
か
か
る
事

態
を
招
い
た
原
囚
と
し
て
、
王
鳳
生
は
保
甲
編
査
に
従
事
す
る
役
職
に
人
材

を
得
な
い
点
を
間
題
に
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
従
来
の
保
甲
論
議
に
お
い
て

も
必
ず
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
地
保
へ
の
無
制
約
の
委
任
に
よ
る
「
按

戸
派
銭
」
の
弊
、
保
甲
の
各
単
位
の
統
轄
者
に
人
材
を
得
な
い
事
に
よ
る
彼
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ら
の
職
権
濫
用
、
更
に
胥
吏
の
需
索
の
弊
等
々
、
い
ず
れ
も
保
甲
の
実
施
運

営
に
直
接
従
事
す
る
ポ
ス
ト
に
人
材
を
得
な
い
点
を
挙
げ
て
い
る
。
か
か
る

弊
害
の
為
に
誠
実
公
正
な
人
物
も
後
難
を
恐
れ
て
就
役
を
廻
避
し
、
為
に
益

々
無
頼
の
輩
が
担
当
す
る
事
に
な
る
。
こ
う
し
て
保
甲
制
へ
の
信
頼
も
失
な

わ
れ
、
「
抽
丁
之
説
」
の
如
き
謡
言
が
起
り
、
保
甲
編
査
事
業
は
阻
滞
し
て
し

ま
う
、
と
従
来
の
保
用
制
施
行
の
実
態
を
述
べ
て
い
る
。

か
か
る
認
識
を
前
提
と
し
て
、
彼
は
実
効
有
る
保
甲
制
の
施
行
に
着
手
す

る
事
と
な
る
。
先
ず
牌
甲
の
編
成
と
い
う
点
か
ら
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
く

事
と
す
る
。

1

牌
甲
の
編
成

「
為
遵
行
保
甲
、
出
示
暁
諭
事
」
と
題
す
る
示
文
の
後
に
付
し
て
い
る
「

計
開
」
全
十
一
二
条
は
、
略
同
内
容
の
も
の
が
、
先
掲
「
保
甲
書
輯
要
」
に
収

録
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
「
保
甲
事
宜
」
と
題
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

は
若
干
の
条
文
の
欠
落
や
文
字
の
異
同
が
有
り
、
以
後
小
稿
の
史
料
は
全
て

前
者
に
拠
っ
て
見
て
い
く
事
と
す
る
。

さ
て
「
計
開
」
第
一
条
に
は
。

此
次
各
城
郷
保
甲
査
編
之
始
、
分
段
委
員
、
督
保
挨
戸
親
編
、
俟
各
坊
編

竣
、
再
将
門
牌
並
冊
、
交
給
里
長
、
散
給
懸
掛
斉
全
、

と
規
定
さ
れ
、
知
県
よ
り
派
遣
さ
れ
る
委
員
に
よ
っ
て
、
地
保
を
伴
い
戸
ご

と
に
調
査
を
行
う
。
こ
の
際
全
県
を
五
つ
に
区
画
し
、
各
区
に
委
員
を
任
命

し
、
担
当
区
域
の
調
査
を
行
な
わ
せ
る
。
担
当
区
域
の
広
さ
及
び
委
員
名
を

表
示
す
れ
ば
下
の
通
り
で
あ
る
。

か
く
し
て
任
命
さ
れ
た
各
委
員
は
地
保
、

書
辨
二
名
を
伴
い
各
郷
を
巡
歴
し
、
挨
戸
査
編
を
行
う
。
こ
の
調
査
に
基
き
、

門
牌
・
戸
口
牌
冊
が
作
成
さ
れ
、
門
牌
は
里
長
を
経
由
し
て
各
戸
に
給
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
間
に
は
更
に
若
干
の
手
続
き
が
有
り
、
後
に
述
べ

る
事
に
す
る
。
以
上
が
委
員
に
よ
る
戸
口
調
査
の
段
階
で
あ
る
。
次
に
各
郷

村
に
お
け
る
牌
甲
の
編
成
で
あ
る
が
、
も
と
よ
り
原
則
は
十
家
=
一
牌
、
一

牌
長
、
十
牌
=
一
甲
、
一
甲
長
、
「
十
甲
＝
一
里
、
一
里
長
と
い
う
十
進
法
に

よ
る
組
織
化
で
あ
る
が
、
在
地
の
実
情
に
基
き
、
「
七
併
八
分
之
法
」
を
採
用

し
、
十
七
家
ま
で
は
一
牌
と
し
て
扱
い
、
十
八
家
に
な
る
と
二
分
し
て
二
牌

と
す
る
事
も
可
と
し
て
い
る
'
、
か
か
る
原
則
及
び
「
七
併
八
分
之
法
」
に
よ

る
牌
・
甲
・
里
の
編
成
を
行
う
と
共
に
、
各
単
位
の
責
任
者
の
選
任
を
行
う
。

先
ず
牌
長
(
首
)
に
つ
い
て
は
、

一
牌
之
中
、
公
挙
一
人
為
牌
長
、

｀

至
牌
長
、
則
按
年
挨
戸
輪
充
、
其
中
如
有
孤
寡
婦
及
年
不
及
歳
之
戸
相
除
、

と
さ
れ
、
孤
寡
婦
女
の
戸
、
未
成
了
の
戸
を
除
い
て
、
一
年
任
期
の
輪
番
制

が
取
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
で
は
就
任
す
べ
き
人
物
の
資
格
等
に
つ
い

て
は
、
前
記
の
条
件
以
外
に
は
何
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
一
甲
一
里
の
統
率
者
で
あ
る
甲
長
・
里
長
に
つ
い
て
は
、

所
有
該
坊
甲
長
里
長
、
必
須
於
年
高
有
徳
、
老
成
公
正
、
衆
所
推
服
之
人
、

該
紳
者
等
於
区
内
隣
選
、

里
耆
甲
耆
、
就
一
甲
「
里
之
内
、
由
郷
耆
、
保
挙
公
正
殷
実
之
人
承
値
、

と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
る
里
長
・
甲
長
と
里
耆
・
甲
耆
に
つ
い
て

は
、
「
計
開
」
第
十
三
条
に
、

57-



彦克黒

一
里
甲
長
名
目
巳
古
、
本
係
尊
称
、
近
人
毎
謂
地
保
為
保
長
、
遂
以
此
名

為
卑
賎
、
今
本
署
県
酌
改
長
字
為
耆
字
、

と
記
し
、
里
長
・
甲
長
=
里
耆
・
甲
耆
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
「
計
開
」
中
に

は
両
者
の
表
現
が
不
統
一
の
ま
ま
記
さ
れ
て
お
り
、
或
い
は
両
者
は
別
の
存

在
と
し
て
考
え
ら
れ
か
ね
な
い
が
、
こ
の
王
鳳
生
の
記
述
の
趣
旨
か
ら
同
一
の

も
の
と
解
さ
れ
、
前
掲
「
保
甲
書
輯
要
」
に
在
っ
て
ば
、
全
て
里
長
・
甲
長

に
統
一
し
て
記
し
、
又
「
計
開
」
第
十
三
条
の
条
文
を
掲
載
し
て
い
な
い
事

か
ら
、
編
者
徐
棟
等
も
同
一
の
存
在
と
し
て
理
解
し
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。

従
っ
て
以
下
は
王
鳳
生
の
趣
旨
に
即
し
て
里
耆
・
甲
耆
と
し
て
述
べ
て
い
く
。

さ
て
里
耆
・
甲
耆
は
前
掲
史
料
の
如
く
、
紳
耆
・
郷
耆
の
保
挙
に
拠
る
事

と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
登
場
す
る
郷
耆
と
は
何
か
、
前
掲
第
十
三
条
に
は
続

け
て
、

毎
一
郷
之
中
、
用
印
啓
請
公
正
紳
士
一
人
為
郷
耆
、

と
あ
り
、
又
第
九
条
に
は
、

而
毎
坊
仍
請
郷
耆
一
人
、
総
司
其
事

と
記
し
て
い
る
事
か
ら
、
郷
耆
と
は
郷
或
い
は
坊
ご
と
に
置
か
れ
、
郷
紳
が

目

就
任
す
る
保
甲
制
の
統
轄
者
で
あ
る
事
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
如
く
、
郷
耆
・
里
耆
・
甲
耆
・
牌
長
と
い
う
各
単
位
の
統
轄
者
が

選
任
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
選
任
の
順
序
は
、
先
ず
官
が
各
郷
ご
と
に
郷
紳

の
中
よ
り
適
任
者
を
選
出
し
て
郷
耆
就
任
を
要
請
し
、
次
に
こ
の
郷
耆
に
よ

っ
て
里
耆
・
甲
耆
が
保
挙
さ
れ
る
。
一
方
牌
長
は
既
述
の
如
く
、
一
年
交
代

の
輪
番
制
に
よ
っ
て
就
役
す
る
。
任
期
の
面
で
は
牌
長
以
外
は
特
に
明
記
し

て
い
な
い
。
か
か
る
保
甲
制
の
各
単
位
の
統
轄
者
の
選
任
に
見
ら
れ
る
特
徴

は
、
郷
耆
と
い
う
保
甲
の
総
元
締
め
的
存
在
に
郷
紳
身
分
の
者
が
就
任
す
る

と
い
う
点
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
検
討
す
る
事
と
す
る
。

か
く
し
て
牌
甲
の
編
成
を
行
い
、
各
単
位
の
統
率
者
を
選
任
し
た
後
に
、

郷
耆
は
里
耆
と
共
に
県
街
に
赴
き
知
県
と
会
見
す
る
。
こ
の
際
に
里
耆
・
甲

耆
に
対
す
る
執
照
、
及
び
先
の
委
員
の
調
査
に
基
い
て
作
製
し
た
門
牌
と
白

紙
の
戸
口
牌
冊
二
冊
が
支
給
さ
れ
る
。
里
耆
は
'
』
れ
を
持
ち
帰
り
甲
耆
に
分

給
す
る
。
甲
耆
は
門
牌
に
記
載
さ
れ
た
事
項
と
現
実
と
の
相
違
等
を
点
検
し
、

遺
漏
・
錯
誤
を
訂
正
し
、
戸
口
牌
冊
に
記
入
し
、
一
は
循
冊
と
し
、
一
は
環

冊
と
し
、
再
び
こ
れ
ら
を
里
耆
を
介
し
て
県
に
呈
出
す
る
。
県
は
こ
れ
に

鈴
印
し
て
循
冊
は
県
に
存
置
し
、
環
冊
・
門
牌
は
里
耆
へ
返
す
。
里
耆
は
こ

れ
を
甲
耆
に
手
交
し
、
甲
耆
は
牌
長
を
率
同
し
て
門
牌
を
各
戸
に
支
給
し
、

門
牌
を
板
に
糊
付
け
し
て
門
首
に
懸
け
さ
れ
る
。
環
冊
は
甲
耆
が
保
管
す
る
。

こ
う
し
て
循
環
冊
・
門
牌
が
完
成
し
た
後
の
増
減
遷
移
に
つ
い
て
は
、
当
該

戸
が
随
時
牌
長
に
申
告
し
、
牌
長
は
甲
耆
に
告
知
し
、
環
冊
を
添
註
塗
改
し
、

毎
年
二
・
五
・
八
・
十
一
月
の
各
区
域
の
指
定
さ
れ
た
換
冊
の
日
に
里
耆
は

郷
耆
と
共
に
添
改
し
た
環
冊
を
県
に
呈
出
し
、
循
冊
を
受
領
し

、
三
ヶ
月
後

の
換
冊
の
期
ま
で
保
管
し
随
時
訂
正
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
て

牌
甲
の
編
成
が
成
り
、
各
単
位
の
統
轄
者
が
選
任
さ
れ
、
門
牌
・
循
環
冊
が

整
備
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

2

牌
長
・
甲
耆
・
里
耆
・
郷
耆
の
任
務

a

牌
長
の
任
務

王
鳳
生
は
牌
長
に
対
し
て
「
諭
単
」
を
支
給
し
、
彼
ら
の
任
務
を
規
定
し

て
い
る
。
そ
こ
で
は
牌
長
の
役
は
、
既
述
の
如
く
、
孤
寡
婦
女
の
戸
、
未
成

丁
の
戸
、
及
び
「
戸
冊
」
に
編
入
さ
れ
て
い
る
戸
を
除
く
全
て
の
戸
が
一

年
交
代
の
輪
番
制
に
よ
っ
て
担
当
す
る
も
の
と
規
定
し
、
そ
の
責
成
す
べ
き

件
と
し
て
。

一
蔵
匿
行
踪
詭
秘
、
面
目
可
疑
之
人

一
逃
回
車
流
徒
犯

一
聚
衆
焼
香
吃
素
、
妄
言
禍
福
、
有
教
会
名
目
之
人
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一
逆
倫
重
犯

一
開
場
窩
賭
、
並
窩
留
娼
妓
之
家

一
賊
逃
高
家

の
六
項
を
挙
げ
、
日
常
的
に
牌
内
各
戸
を
監
視
し
、
も
し
違
犯
者
・
容
疑
者

が
有
れ
ば
、
甲
耆
に
申
告
す
る
義
務
を
負
い
、
こ
れ
を
怠
っ
た
場
合
は
斤
退

さ
れ
た
上
に
、
相
応
の
罰
を
受
け
る
事
と
な
る
。
牌
長
は
以
上
掲
げ
た
事
項

以
外
の
命
盗
・
銭
糧
・
詞
訟
に
干
与
し
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ
、
専
ら
牌
内

へ
の
不
審
者
・
犯
罪
者
・
邪
教
徒
の
侵
入
を
防
ぎ
、
又
牌
内
よ
り
か
か
る
輩

の
出
現
及
び
窩
留
、
又
娼
妓
・
賭
唇
の
取
締
り
を
任
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
そ
し
て
一
旦
問
題
と
す
べ
き
事
実
を
確
認
し
た
場
合
で
も
、
牌

長
に
は
自
ら
そ
れ
を
処
理
す
る
権
限
は
与
え
ら
れ
す
、
必
ず
上
級
者
の
甲
耆

に
申
告
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
完
全
に
監
視
の
任
務
の
み
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
牌
長
の
任
が
以
上
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
が
故
に
、
専

門
化
せ
ず
一
年
交
代
の
輪
番
制
を
取
り
得
た
と
も
言
え
る
。
王
鳳
生
は
牌
長

に
つ
い
て
。

惟
牌
首
耳
目
易
周
、
奸
無
従
隠
匿
、

と
述
べ
、
彼
ら
が
現
場
の
事
情
に
詳
し
い
点
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
が
、
他

方

惟
牌
首
多
係
郷
民
、
誠
恐
辨
理
章
程
未
盡
知
覚
、
無
所
遵
循
、

と
い
う
懸
念
か
ら
、
管
轄
戸
の
姓
名
、
牌
長
の
任
を
記
し
た
「
諭
単
」
を
支

給
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
稽
査
を
行
な
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

以
上
が
牌
長
の
任
務
で
あ
る
が
、
そ
の
任
務
内
容
が
牌
内
の
治
安
維
持
の

側
面
に
、
且
つ
監
視
の
任
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
為
に
牌
内
各
戸
の
輪
番
制

を
採
用
し
、
当
該
人
物
の
財
力
や
識
字
能
力
等
も
問
題
と
し
な
い
も
の
で
あ

っ
た
と
言
え
る
。
牌
長
は
最
末
端
の
現
場
に
在
っ
て
、
牌
内
監
視
の
任
務
を

要
求
さ
れ
る
重
要
な
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
職
を
専
門
化
さ
せ
な
か
っ

。
。
べ

た
意
図
は
、
そ
の
任
務
内
容
の
性
格
と
共
に
牌
長
の
任
の
軽
減
、
責
任
の
牌

内
各
戸
へ
の
平
均
化
に
よ
っ
て
、
各
戸
に
保
甲
制
に
つ
い
て
の
認
識
を
深
め

さ
せ
る
と
い
う
「
教
化
」
の
側
面
も
在
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
王
鳳
生

の
従
来
の
保
甲
制
廃
弛
の
原
囚
の
認
識
に
基
く
対
応
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

b

甲
耆
の
任
務

十
牌
百
家
を
統
率
す
る
地
位
に
在
る
甲
耆
は
、

今
本
署
県
虚
衷
察
訪
、
延
請
郷
耆
里
耆
各
一
人
、
並
令
郷
耆
於
毎
甲
中
、

選
一
人
為
甲
耆
、
城
鎮
皆
紳
士
為
之
、
固
属
郷
評
所
推
重
、
即
一
二
村
僻

処
所
、
間
有
務
農
者
承
値
、
亦
係
郷
里
自
好
、
必
不
致
干
預
外
事
、
藉
端

妄
為
惟
思
、

と
記
さ
れ
て
い
る
様
に
、
知
県
の
要
請
を
受
け
た
郷
耆
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ

る
が
、
城
鎮
に
在
っ
て
ば
郷
紳
の
中
の
郷
評
重
き
者
を
充
て
、
郷
紳
の
存
し

な
い
僻
所
に
在
っ
て
ば
務
農
の
者
を
充
て
る
と
し
て
い
る
。
従
っ
て
原
則
と

し
て
甲
首
に
就
任
す
る
者
は
郷
紳
身
分
の
者
で
あ
っ
た
と
見
て
良
か
ろ
う
。

か
く
し
て
選
任
さ
れ
た
甲
耆
に
対
し
て
、
知
県
は
「
執
照
」
及
び
「
梅
紅
単

帖
」
を
支
給
す
る
。
こ
の
「
執
照
」
中
に
お
い
て
甲
耆
に
課
せ
ら
れ
た
任
務

を
見
る
事
が
出
未
る
。
そ
れ
に
拠
れ
ば
、
第
一
に
牌
長
よ
り
申
告
の
有
っ
た

不
審
者
・
容
疑
者
等
を
里
耆
に
報
告
す
る
義
務
を
有
す
る
。
中
告
を
受
け
な

が
ら
報
告
を
怠
っ
た
場
合
は
「
狗
隠
」
と
し
て
罪
に
充
て
ら
れ
る
。
第
二
の

任
務
は
、
毎
年
二
・
五
・
八
・
十
一
月
下
旬
の
換
冊
期
に
は
、
当
該
指
定
日

白
二
日
前
に
甲
耆
の
保
管
す
る
循
冊
又
は
環
冊
に
つ
い
て
、
実
情
と
の
相
違

等
を
点
検
訂
正
し
、
里
耆
・
郷
耆
へ
手
交
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
が

甲
耆
に
課
せ
ら
れ
た
独
自
の
任
務
で
あ
る
が
、
こ
の
他
に
郷
首
・
里
耆
と
共

同
で
行
う
任
務
が
有
る
が
、
こ
の
点
は
後
に
見
る
事
と
す
る
。
又
「
執
照
」

に
は
、
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彦克

此
外
地
方
官
並
無
伝
喚
当
差
之
事
、
亦
母
許
書
吏
需
索
留
難

と
あ
り
、
地
方
官
に
よ
る
徴
発
や
胥
吏
の
需
索
を
禁
じ
て
い
る
が
、
他
方
で
、

該
甲
耆
承
辨
、
切
勿
視
為
具
文
、
並
須
白
愛
、
亦
不
可
有
挟
嫌
擾
害
、
藉

端
詐
索
等
情
事

と
述
べ
、
甲
耆
白
身
の
怠
慢
や
不
正
行
為
を
戒
し
め
て
い
る
。
特
に
後
者
に

つ
い
て
は
、
甲
耆
に
率
ね
郷
紳
身
分
の
者
が
就
任
す
る
と
い
う
事
情
か
ら
、

そ
の
身
分
に
伴
う
力
に
よ
る
「
覇
持
横
行
」
の
可
能
性
に
対
す
る
懸
念
の
表

明
と
見
る
事
が
出
未
る
。

以
上
甲
耆
の
任
務
等
を
見
た
が
、
そ
の
特
徴
は
、
中
間
的
統
轄
で
あ
る
甲

者
と
い
う
地
位
に
郷
紳
が
就
任
す
る
事
を
原
則
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
れ
は
従
来
の
保
甲
制
に
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
郷
紳
の
保
甲
制

へ
の
関
与
の
在
り
方
と
し
て
注
目
す
べ
き
点
で
あ
り
、
後
の
郷
紳
の
項
に
お

い
て
検
討
し
た
い
。

c

里
耆
(
坊
耆
)
・
郷
者
の
任
務

平
湖
県
の
場
合
、
既
述
の
様
に
、
従
来
里
長
の
役
が
卑
賎
視
さ
れ
て
い
た

為
、
里
耆
と
称
し
敬
意
を
表
す
る
事
と
し
た
と
し
て
い
る
が
、
更
に
、

平
湖
地
段
、
向
係
分
坊
、
故
変
里
耆
之
名
為
坊
耆

と
あ
り
、
坊
耆
と
も
称
し
て
い
る
。
従
っ
て
以
下
里
耆
=
坊
耆
と
し
て
両
者

を
併
用
し
て
い
く
。
さ
て
里
耆
の
管
轄
範
囲
は
、

無
論
該
坊
四
五
百
戸
、
或
二
三
千
戸
、
毎
坊
只
延
一
坊
耆
、
為
郷
耆
之
副
、

と
あ
り
、
四
五
百
戸
か
ら
二
三
千
戸
で
あ
る
と
い
う
。
所
で
こ
の
坊
と
い
う

区
画
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
保
甲
編
成
の
最
初
の
取
組
み
と
し
て
、

全
県
を
五
つ
に
区
分
し
て
、
各
区
に
委
員
を
派
遣
し
、
調
査
さ
せ
る
事
と
し

て
い
る
が
、
そ
の
時
の
例
え
ば
「
西
南
各
坊
繞
至
東
南
」
と
あ
る
地
区
に
つ

い
て
み
る
と
、
青
蓮
・
将
軍
・
朱
江
・
騎
塘
・
四
顧
・
亭
子
・
大
橋
・
趙

・
外
永
寧
・
李
・
楊
墅
・
虹
霓
・
胡
店
・
司
庄
・
清
渓
・
華
村
・
大
堰
の

十
七
坊
か
ら
成
っ
て
い
る
。
一
方
「
光
緒
平
湖
県
志
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る

一
十
四
区
総
図
」
及
び
そ
の
中
の
「
十
七
都
東
区
」
の
名
、
そ
の
属
す

る
荘
名
、
耕
地
面
積
等
を
記
し
た
項
に
よ
っ
て
、
表
示
す
れ
ば
次
の
様
に
な

る
。
こ
の
う
ち
「
外
南
門
荘
」
永
凝
荘
」
は
保
甲
の
管
轄
で
は
「
在
城
各
坊

及
接
壌
各
郷
不
出
二
十
里
」
の
区
に
属
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
「
荘
」

＝
「
坊
」
と
理
解
し
得
る
し
、
一
坊
の
広
さ
も
こ
の
例
か
ら
一
万
畝
以
上
か

ら
七
百
畝
前
後
と
い
う
巾
が
有
り
、
従
っ
て
こ
の
中
に
居
住
す
る
戸
数
は
先

の
四
百
五
乃
至
二
三
千
戸
と
い
う
記
述
も
現
実
を
裏
書
き
し
て
い
る
と
首
肯

出
来
る
。
以
上
の
事
か
ら
里
耆
=
坊
耆
の
設
置
の
単
位
は
戸
数
に
よ
っ
て
定

め
る
の
で
は
な
く
、
自
然
荘
村
と
し
て
の
荘
=
坊
を
単
位
と
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
こ
の
為
に
そ
の
管
轄
範
囲
も
不
均
等
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
郷
耆
の
設
置
単
位
、
管
轄
範
囲
と
い
う
点
で
見
る
と
、
一
般
に
「
郷
」

と
は
県
の
下
の
行
政
区
画
と
し
て
、
平
湖
県
の
場
合
で
は
、
保
甲
編
成
の
際

に
五
人
の
委
員
の
各
々
が
担
当
し
た
区
域
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
か
ね
な

い
が
、
王
鳳
生
に
よ
る
保
甲
制
の
場
合
、
「
郷
耆
啓
請
式
」
に
お
い
て
、

毎
坊
延
一
公
正
紳
士
為
郷
耆
、
総
司
其
事
、

と
あ
り
、
又
「
計
開
」
第
九
条
に
も
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清朝中期の保甲制について

而
毎
坊
請
郷
耆
一
人
、
総
司
其
事
、

と
記
し
て
お
り
、
坊
ご
と
に
郷
紳
身
分
を
有
す
る
郷
耆
一
名
を
置
く
事
と
し

て
い
る
。
一
方
既
述
の
様
に
坊
に
も
坊
耆
二
名
が
置
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の

坊
耆
は
、
先
掲
史
料
に
「
為
郷
耆
之
副
」
と
述
べ
ら
れ
、
又
「
計
開
」
第
三

条
に
は
。

至
一
坊
之
中
、
除
請
郷
耆
外
、
只
請
里
耆
二
人
副
之
、

と
あ
り
、
坊
耆
は
郷
耆
の
補
佐
役
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て

平
湖
県
に
お
け
る
保
甲
制
は
定
制
と
し
て
の
十
家
一
牌
、
十
牌
一
甲
、
十
甲

一
保
と
い
う
原
則
に
照
せ
ば
、
甲
の
段
階
ま
で
は
原
則
に
即
し
た
形
で
あ
る

が
、
保
の
段
階
は
自
然
荘
村
を
単
位
と
し
、
戸
数
の
多
寡
は
問
題
と
し
て
い

な
い
。
又
定
制
に
お
け
る
保
段
階
の
長
と
し
て
の
保
正
・
保
副
に
照
応
す
る

も
の
と
し
て
、
郷
耆
・
坊
者
が
配
置
さ
れ
て
い
る
と
見
る
事
が
出
来
る
。

さ
て
里
者
・
郷
耆
の
任
務
に
つ
い
て
見
る
と
、
「
保
甲
事
宜
」
に
は
、
王
鳳

生
の
示
文
と
し
て
、
「
郷
里
甲
耆
応
責
成
事
件
」
十
条
、
「
地
方
官
勿
得
擾
累
郷

里
耆
事
件
」
四
条
、
及
び
「
郷
里
甲
耆
勿
得
干
預
地
方
事
件
」
三
条
の

「
條
約
三
章
」
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
に
拠
っ
て
彼
ら
の
任
務
を
見
て
い

く
と
、
第
一
に
牌
長
・
甲
耆
を
経
由
し
て
上
中
さ
れ
て
未
だ
管
内
の
不
審
者

等
に
対
し
て
、
地
保
と
の
共
同
の
下
に
逮
捕
送
官
す
る
任
が
有
る
。
第
二
は

循
環
冊
の
投
換
の
期
に
甲
耆
よ
り
訂
正
済
み
の
冊
籍
を
受
領
し
、
県
街
に
赴

き
循
冊
と
環
冊
と
の
交
換
を
行
う
任
が
有
る
。
第
三
の
任
務
と
し
て
、
春
祈

・
秋
報
・
清
明
・
冬
至
の
各
節
に
各
坊
の
寺
観
に
お
い
て
「
聖
諭
」
を
宣
講

す
る
場
を
設
け
、
管
内
人
民
に
対
す
る
教
化
事
業
を
行
う
任
が
有
る
。
更
に

第
四
と
し
て
、
歉
歳
に
当
っ
て
ば
、
甲
耆
に
各
管
内
の
貧
民
の
実
情
を
調
査

・
報
告
せ
し
め
、
こ
れ
を
県
衙
へ
報
告
す
る
任
を
持
つ
。

こ
れ
ら
は
何
れ
も

郷
耆
が
里
耆
の
補
佐
を
得
て
共
同
で
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
以
上
郷

者
等
の
任
務
を
規
定
S
る
と
共
に
、
彼
ら
に
よ
る
職
権
濫
用
や
越
権
行
為
の

四
〇

如
き
不
当
行
為
を
禁
じ
、
更
に
地
方
官
に
よ
る
郷
耆
等
に
対
す
る
需
索
や
職

分
外
の
使
役
を
禁
止
し
て
い
る
。

以
土
牌
長
・
甲
耆
・
里
暫
・
郷
耆
の
職
掌
等
を
中
心
と
し
て
平
湖
県
の
保

甲
制
の
一
側
面
を
見
た
が
、
平
湖
県
に
お
け
る
王
鳳
生
の
保
甲
制
は
、
所
謂

「
囚
地
制
宜
」
に
よ
り
、
県
内
の
実
情
に
則
し
た
形
で
の
実
施
が
為
さ
れ
た

と
言
え
る
。
そ
れ
は
牌
甲
編
成
に
際
し
て
の
「
七
併
八
分
之
法
」
の
採
用
、

及
び
自
然
荘
村
を
単
位
と
す
る
里
耆
・
郷
耆
の
設
置
に
示
さ
れ
る
白
然
聚
落

の
尊
重
に
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
更
に
重
要
な
事
は
、
従
来
郷
紳
に
対
す

る
遥
役
免
除
特
権
を
循
と
し
て
、
保
甲
制
の
役
職
へ
の
就
任
を
拒
否
し
、
更

に
は
免
除
さ
れ
て
い
た
と
い
う
状
態
と
は
大
き
く
異
な
り
、
郷
耆
等
の
役
に

郷
紳
の
就
任
を
必
要
視
し
、
現
実
に
彼
ら
が
就
任
す
る
事
に
な
っ
た
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
f
」
こ
で
は
そ
の
事
実
の
確
認
に
止
め
、
そ
の
意
味
等
に
つ
い

て
は
後
項
に
譲
る
事
と
す
る
。

三

地
保
に
つ
い
て

平
湖
県
の
保
甲
制
に
つ
い
て
は
、
地
保
の
存
在
と
そ
の
関
与
の
在
り
方
と

い
う
点
で
少
な
か
ら
す
明
確
に
出
来
る
と
思
わ
れ
、
以
下
こ
の
問
題
を
検
討

す
る
。
地
保
は
地
方
に
よ
っ
て
様
々
な
異
称
が
有
る
が
、
曽
我
部
静
雄
・
佐

伯
富
・
村
松
祐
次
等
各
氏
の
所
論
が
有
り
、
率
ね
数
村
を
連
合
し
た
区
域
の

代
表
者
で
あ
り
、
管
内
の
銭
穀
・
訴
訟
・
盗
賊
等
の
一
切
の
事
務
処
理
に
当

る
者
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
中
で
も
佐
伯
氏
は
主
と
し
て
「
雍
正
批

諭
旨
」
に
拠
っ
て
、
そ
の
郷
村
に
お
け
る
位
置
・
役
割
に
つ
い
て
論
証
さ
れ

た
。
そ
の
中
で
小
橋
に
関
係
す
る
部
分
に
つ
い
て
述
べ
れ
ぼ
「
郷
保
」
(
郷
約
・

地
保
)
は
「
自
然
発
生
的
聚
落
を
基
盤
に
し
て
、
そ
の
上
に
作
ら
れ
た
も
の

で
あ
っ
て
、
人
為
的
区
域
の
代
表
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
根
抵
は
人
民
の
自

然
的
要
求
か
ら
発
生
し
た
真
に
自
治
的
性
格
の
強
い
も
の
」
と
し
て
捉
え
、
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本
来
の
在
り
方
は
「
郷
村
の
自
治
活
動
、
つ
ま
り
郷
村
の
福
祉
治
安
の
た
め

に
、
郷
村
の
代
表
者
と
し
て
官
に
協
力
す
る
」
存
在
、
「
郷
村
の
住
民
と
官
と

の
中
間
に
在
っ
て
、
い
ね
ば
両
者
の
連
絡
係
と
い
っ
た
役
割
を
果
」
す
も
の

と
し
て
の
位
置
付
け
が
為
さ
れ
、
現
実
の
彼
ら
の
職
務
内
容
と
し
て
は
、
「
民

衆
の
教
化
」
「
銭
糧
の
催
徴
・
戸
婚
・
田
土
・
裁
判
・
盗
賊
・
命
案
な
ど
の
諸

問
題
に
つ
き
、
地
保
は
そ
の
責
任
を
も
た
さ
れ
」
、
更
に
「
あ
ら
ゆ
る
公
務
の

手
伝
い
を
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
が
、
そ
の
中
で
「
も
っ
と
も
郷
保

に
負
担
を
か
け
た
も
の
は
警
察
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
た
」
と
さ
れ
た
。
そ

し
て
そ
の
内
容
と
し
て
具
体
的
に
窩
家
の
査
察
、
姦
民
の
擾
乱
、
殺
人
事
件

彦

等
の
際
の
知
県
へ
の
報
告
・
験
詳
、
邪
教
徒
へ
の
日
常
的
監
視
等
々
、
諸
々

の
役
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。
か
か
る
過
重
な
任
務
を
負
う
地
保
に

克

対
す
る
報
酬
と
い
う
面
で
は
、
「
何
ら
か
の
特
権
が
与
え
ら
れ
た
か
と
い
う
に
、

人
民
の
役
で
あ
る
か
ら
大
し
た
反
対
給
付
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

状
態
で
あ
り
、
為
に
彼
ら
に
よ
る
私
派
・
需
索
等
の
弊
害
が
生
ま
れ
て
い
る

黒

事
を
指
摘
し
て
い
る
。
以
上
の
佐
伯
氏
の
論
考
と
、
平
湖
県
に
お
け
る
保
甲

制
に
規
定
さ
れ
て
い
る
地
保
の
地
位
・
任
務
等
を
対
照
さ
せ
る
時
、
そ
こ
に

目

新
た
な
知
見
を
加
え
る
事
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
以
下
そ
の
点
を
検

討
し
て
い
く
事
と
す
る
。

さ
て
「
平
湖
県
保
甲
編
査
事
宜
」
中
に
記
載
さ
れ
る
地
保
の
項
を
拾
い
出

す
と
四
十
項
に
亘
る
が
、
そ
の
中
で
地
保
の
保
甲
制
内
に
お
け
る
任
務
を
規

定
し
た
も
の
が
三
十
二
と
最
も
多
く
、
他
に
地
位
・
報
酬
・
懲
罰
の
件
が
記

さ
れ
て
い
る
。
先
ず
地
保
の
地
位
に
つ
い
て
は
、
牌
甲
編
成
に
先
立
つ
委
員

に
よ
る
戸
口
調
査
に
際
し
、
「
書
役
」
等
と
共
に
随
従
す
る
と
い
う
点
か
ら
、

当
該
坊
の
実
情
に
明
る
い
と
い
う
立
場
か
ら
案
内
役
に
当
っ
て
お
り
、
当
該

坊
の
代
表
者
と
し
て
官
と
接
触
す
る
地
位
に
在
る
と
い
う
点
で
佐
伯
氏
の
指

摘
の
如
き
「
官
と
民
と
の
連
絡
係
」
の
地
位
と
い
う
点
は
こ
の
場
合
に
該
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
代
清
清
」
と
形
容
す
れ
ば
、
宛
か
も
当
該
坊
の
有

力
者
の
如
き
印
象
を
持
ち
得
る
が
、

里
甲
長
名
目
己
古
、
本
係
尊
称
、
第
近
人
毎
謂
地
保
為
保
長
、
遂
以
此
名

為
卑
賎
、

と
あ
る
様
に
「
保
長
」
と
称
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
立
場
を
利
し
て
の
不
正
行

為
等
に
よ
っ
て
卑
賎
視
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
り
、
為
に
王
鳳

生
の
保
甲
制
下
の
地
保
の
地
位
は
、

里
長
甲
長
専
査
本
甲
本
里
容
留
姦
匪
、
・
…
…
如
果
査
辨
認
真
、
地
方
官

優
加
礼
貌
、
不
令
輿
地
保
下
役
為
伍
、

と
述
べ
、
里
甲
耆
に
対
し
て
は
「
優
加
礼
貌
」
と
し
て
優
待
す
る
に
対
し
、

地
保
は
「
下
役
」
と
同
列
視
さ
れ
て
お
り
、
又
地
保
に
対
す
る
懲
罰
の
項
に

お
い
て
も
、
常
に
「
書
役
」
と
並
列
し
て
登
場
す
る
事
と
も
照
応
し
て
い
る
。

f
』
の
事
は
王
鳳
生
の
認
識
或
い
は
意
図
が
、
従
来
の
地
保
に
よ
る
弊
害
へ
の

反
省
か
ら
、
彼
ら
の
権
限
の
弱
化
・
地
位
の
低
下
に
よ
っ
て
防
止
し
よ
う
と

し
た
も
の
で
あ
り
、
代
っ
て
郷
紳
に
対
し
て
相
応
の
礼
を
も
っ
て
待
遇
す
る

事
に
よ
り
郷
村
の
代
表
者
の
役
割
を
担
わ
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
従
っ
て
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
地
保
と
は
郷
村
に
お
け
る
雑
役
従

事
者
の
如
き
位
置
付
け
が
為
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
事
は
保
甲
編

査
作
業
へ
の
従
事
に
対
す
る
彼
の
報
酬
が
、
「
随
役
・
馬
椅
夫
・
門
子
」
と
同

額
の
一
目
銅
銭
七
十
文
と
規
定
さ
れ
、
「
書
役
・
官
轎
夫
」
の
一
日
一
百
文
よ

り
も
低
額
と
な
っ
て
い
る
事
か
ら
も
首
肯
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

か
か
る
低
位
・
低
待
遇
に
在
っ
た
地
保
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
は
如
何
か
。

先
ず
従
未
よ
り
地
保
の
任
と
さ
れ
る
銭
糧
催
徴
に
つ
い
て
は
、

其
一
切
催
徴
銭
糧
・
命
盗
・
詞
訟
等
事
、
帰
地
保
辨
理
、
與
甲
里
長
概

不
責
成
、

銭
糧
漕
米
、
帰
糧
差
地
保
催
征
、
不
得
責
成
郷
里
甲
耆

四
一
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清朝中期の保甲制について

と
規
定
さ
れ
、
命
盗
・
訴
訟
案
件
と
共
に
地
保
の
専
責
と
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
任
は
い
わ
ば
地
保
の
固
有
の
任
務
と
し
て
従
前
か
ら
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

次
に
人
民
の
教
化
の
面
に
関
る
地
保
の
任
務
は
。

所
有
講
所
、
鋪
排
打
掃
、
着
地
保
届
期
伺
応
、
不
得
違
、

と
記
さ
れ
、
「
聖
諭
」
を
宣
講
す
る
会
場
の
設
営
の
任
に
止
ま
り
、
教
化
の
内

容
た
る
宣
講
そ
の
も
の
に
は
何
ら
関
与
し
て
い
な
い
。

さ
て
以
上
は
保
甲
制
と
は
直
接
関
係
し
な
い
面
で
の
地
保
の
任
務
を
述
べ

た
が
、
保
甲
制
と
直
接
に
関
わ
る
任
務
に
つ
い
て
見
る
と
、
先
ず
牌
甲
の
編

成
に
際
し
て
、
先
に
見
た
如
く
委
員
に
随
従
し
て
「
挨
戸
親
編
」
を
助
け
る

案
内
人
と
し
て
の
任
務
、
及
び
こ
の
作
業
に
先
立
っ
て
知
県
の
発
布
し
た
保

甲
制
施
行
に
関
す
る
規
条
十
三
条
を
含
む
告
示
文
を
坊
内
要
所
に
貼
り
、
居

民
に
周
知
せ
し
め
る
と
共
に
、
知
県
の
発
す
る
「
小
告
示
式
」

-
牌
甲
里

長
の
職
が
決
し
て
就
任
者
に
累
を
及
ぼ
す
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
決
し
て
就

任
を
忌
避
し
な
い
様
に
要
請
し
た
文
‐
‐
‐
‐
‐
を
十
戸
毎
に
一
張
発
給
す
る
任
、

又
牌
甲
編
成
の
結
果
作
成
さ
れ
た
各
戸
の
門
牌
を
甲
西
の
指
導
下
に
各
戸
に

支
給
す
る
任
、
更
に
知
県
の
発
布
す
る
「
郷
里
甲
耆
応
責
成
事
件
」
十
条
、
「

「
地
方
官
勿
得
擾
累
郷
里
耆
事
件
」
四
条
、
及
び
「
郷
里
甲
耆
勿
得
干
預
地

方
事
件
」
三
条
の
「
條
約
三
章
」
を
城
郷
鎮
市
の
要
処
に
掲
示
す
る
任
、
及

び
郷
里
甲
耆
・
牌
首
に
対
し
て
不
正
行
為
を
戒
し
め
る
告
示
文
を
発
貼
す
る

任
、
牌
長
よ
り
甲
耆
を
介
し
て
里
耆
に
報
告
さ
れ
た
管
内
の
不
審
者
・
容
疑

者
に
つ
い
て
、
里
耆
と
共
に
逮
捕
送
官
す
る
任
等
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
煩

頂
を
厭
わ
ず
事
例
を
掲
げ
た
が
、
最
後
に
挙
げ
た
任
を
除
い
て
は
い
ず
れ
も

案
内
・
伝
達
が
そ
の
役
ど
こ
ろ
で
あ
り
、
保
甲
制
の
運
用
そ
の
も
の
に
関
わ

る
任
務
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
地
保
の
任
が
単
に
こ
う
し
た
軽
微
な
も
の

に
止
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
治
安
秩
序
の
維
持
と
い
う
保
甲

四

制
の
大
目
的
に
直
接
関
係
す
る
面
で
の
彼
の
果
す
べ
き
役
割
は
、
不
審
者
等

の
逮
捕
送
官
と
共
に
別
に
期
待
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
の
所
謂
「
良
民
」
に
対
す
る
日
常
的
な
監
視
統
制
は
、
郷
里
甲
耆
・

牌
長
と
い
う
正
規
の
保
甲
制
下
の
役
職
者
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る
が
、
郷
村
内

に
は
「
良
民
」
と
は
見
な
さ
れ
な
い
者
も
存
在
し
て
い
た
。
彼
ら
に
対
し
て

は
「
良
民
」
の
牌
甲
編
成
と
は
別
の
編
成
が
為
さ
れ
、
一
般
の
「
戸
口
牌
冊
」

に
代
る
べ
き
「
戸
冊
」
が
作
成
さ
れ
、
こ
れ
に
基
き
、
か
か
る
要
監
視
者

に
対
す
る
統
制
・
監
視
の
任
が
一
に
地
保
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
。

さ
て
「
戸
」
と
し
て
一
般
「
良
民
」
と
区
別
さ
れ
た
戸
と
は
い
か
な
る

戸
で
あ
ろ
う
か
。
史
料
に
拠
れ
ば
、
「
良
民
」
と
区
別
さ
れ
る
存
在
は
、
①
曽

っ
て
賊
盗
等
を
働
い
た
者
、
所
謂
「
前
科
者
」
②
犯
罪
者
と
な
る
可
能
性
有

り
と
認
定
さ
れ
た
遊
民
・
土
妓
等
の
戸
、
③
「
匪
犯
」
の
巣
窟
と
な
り
、
又

そ
の
可
能
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
の
「
窩
家
」
及
び
娼
館
'
賭
賭
場
を
経

一5
1

営
す
る
戸
、
④
身
許
不
明
の
単
身
の
外
来
者
、
の
四
つ
に
大
別
し
得
る
。
こ

一

れ
ら
の
戸
は
「
戸
口
牌
冊
」
に
は
編
入
さ
れ
ず
、
「
戸
冊
」
に
編
入
さ
れ
る

が
、
こ
の
「
戸
冊
」
の
管
理
、
即
ち
要
警
戒
者
で
あ
る
戸
の
監
視
は
地

保
の
責
任
と
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
こ
れ
ら
「
戸
」
に
対
す
る
地
保
の

対
応
は
、

如
果
不
知
改
悔
、
令
談
保
随
時
稟
報
提
究
、
其
曽
犯
窩
竊
有
案
之
一

尚
該
坊
報
有
竊
案
、
飭
地
保
厳
行
盤
詰
、
貴
令
随
同
捕
保
、
査
緝
務

獲戸

と
あ
る
如
く
、
日
常
的
な
監
視
が
求
め
ら
れ
、
且
つ
一
旦
管
轄
内
に
お
い
て

窃
盗
等
の
案
件
が
起
る
と
、
先
ず
「
戸
冊
」
登
載
者
に
つ
い
て
取
調
べ
、

「
捕
役
」
と
共
に
事
件
の
解
決
に
当
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
如
く
地
保
は
そ
の
管
内
の
前
科
を
有
す
る
者
、
及
び
そ
の
可
能
性

有
り
と
認
め
ら
れ
る
者
、
又
か
か
る
犯
罪
者
等
の
巣
窟
と
な
り
、
隠
匿
す
る

可
能
性
の
有
亘
戸
に
対
す
る
日
常
的
な
取
締
り
の
任
を
負
わ
さ
れ
、
こ
れ
ら



「
戸
」
は
一
般
「
良
民
」
を
以
っ
て
編
成
す
る
保
甲
制
の
統
轄
者
た
る
郷

里
甲
耆
・
牌
長
に
は
何
ら
関
係
し
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
責
任
が
一
義
的

に
地
保
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
事
は
万
一
監
視
の
目
を
洩
れ

て
犯
罪
事
件
が
起
っ
た
場
合
の
地
保
に
対
す
る
問
責
の
存
在
か
ら
、
地
保
の

治
安
警
察
面
で
の
最
も
重
い
任
務
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

所
で
保
甲
制
の
歴
史
の
ト
か
ら
見
れ
ば
、
郷
村
に
お
け
る
要
警
戒
者
を
、

「
戸
冊
」
と
い
う
、
い
ね
ば
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
を
作
成
し
、
監
視
の
目
を

こ
れ
に
集
中
す
る
と
い
う
方
策
は
、
従
前
に
見
ら
れ
な
い
新
し
い
動
き
と
し

て
汪
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
こ
こ
に
編
入
さ
れ
る
「
戸
」
の

彦

内
実
は
様
々
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
当
時
の
当
局
側
の
最
大
の
眼
目
は
、

「
学
習
邪
教
、
蔵
匿
行
踪
詭
秘
、
面
目
可
疑
之
人
」
の
摘
発
、
郷
村
か
ら
の

克

排
除
で
あ
り
、
そ
の
為
の
よ
り
有
効
な
手
段
と
し
て
、
又
連
坐
制
の
下
で
か

か
る
危
険
人
物
と
同
一
牌
甲
に
編
入
さ
れ
る
事
を
忌
避
す
る
傾
向
の
存
在
に

よ
っ
て
保
甲
制
が
継
続
し
て
施
行
し
得
な
い
と
い
う
反
省
に
基
い
て
、
か
か

黒

る
新
方
策
が
採
用
さ
れ
た
と
い
う
点
は
ヽ
嘉
慶
期
保
甲
制
の
一
つ
の
新
た
な

特
徴
と
し
て
指
摘
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
方
策
は
こ
の
後
に
も
継
承
さ

目

れ
て
い
く
。
か
か
る
「
戸
」
に
対
す
る
取
締
り
の
任
の
他
に
、
巷
観
寺
院
、

と
り
わ
け
尼
寺
に
対
す
る
統
制
の
任
も
課
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係

上
、
詳
述
は
割
愛
す
る
。

以
上
の
様
に
地
保
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
は
、
地
方
支
配
の
重
要
な
柱
の
一

つ
と
し
て
の
銭
糧
の
催
徴
と
共
に
、
も
う
一
つ
の
柱
で
あ
る
治
安
秩
序
の
維

持
安
定
を
目
的
と
す
る
保
甲
制
に
お
い
て
も
、
多
面
的
且
つ
重
要
な
も
の
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。
か
か
る
任
務
を
課
せ
ら
れ
た
地
保
に
如
何
な
る
人
物
が

就
任
し
た
の
か
、
そ
の
選
択
基
準
、
或
い
は
そ
の
出
身
階
層
は
ど
う
か
と
言

う
と
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
史
料
は
全
く
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
し
、
先
学

の
研
究
に
よ
っ
て
も
不
分
明
で
あ
る
。
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
う
し

た
多
方
面
の
任
務
を
要
求
さ
れ
る
地
保
が
、
郷
里
甲
耆
・
牌
長
の
如
き
他
に

何
ら
か
の
職
を
持
ち
な
が
ら
管
轄
内
に
お
け
る
そ
の
任
を
果
す
と
い
う
も
の

で
は
な
く
、
殆
ん
ど
専
業
化
し
、
い
れ
ば
胥
史
の
如
く
職
役
化
し
た
存
在
、

永
充
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
職
役
化
・
永
充

化
の
故
に
、
彼
ら
に
よ
る
種
々
の
弊
害
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
事
態

を
除
去
す
る
一
策
と
し
て
、
彼
ら
の
地
位
の
低
下
、
権
限
の
縮
少
が
図
ら
れ

た
と
理
解
さ
れ
る
。
又
地
保
の
立
場
と
い
う
点
で
は
、
佐
伯
氏
の
述
べ
る
如

き
「
官
と
民
の
中
間
に
在
」
る
連
絡
係
と
言
う
よ
り
は
、
よ
り
官
側
に
身
を

寄
せ
た
、
い
ね
ば
在
郷
の
胥
史
の
如
き
存
在
で
あ
り
、
民
の
側
の
自
治
的
代

表
者
と
い
う
姿
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四

郷
紳
に
つ
い
て

郷
紳
と
保
甲
制
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
嘗
て
触
れ
た
事
が
有
る
が
、
そ

f
し
で
は
乾
隆
二
十
二
(
一
七
五
七
)
年
の
保
甲
令
及
び
「
戸
部
則
例
」
に
よ
っ

て
、
「
紳
衿
之
家
」
も
「
斉
民
」
と
一
体
に
編
成
さ
れ
る
事
と
な
っ
た
が
、
保

甲
長
等
の
役
へ
の
就
任
、
「
守
柵
・
巡
更
」
等
の
一
般
民
戸
に
課
せ
ら
れ
る
役

は
免
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
か
か
る
「
実
務
の
伴
う
役
職
に
就
く
事
を
回

避
し
な
が
ら
、
そ
の
郷
紳
と
し
て
の
権
威
に
よ
っ
て
保
甲
内
に
臨
み
、
一
般

民
に
対
す
る
統
制
監
視
を
行
う
事
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
支
配
的
地
位
の
安
泰

を
図
る
と
い
う
積
極
的
な
意
味
を
持
つ
」
で
保
甲
制
に
関
っ
た
で
あ
ろ
う
事

を
推
測
し
た
。
で
は
嘉
慶
期
の
保
甲
制
に
お
け
る
郷
紳
の
関
与
の
在
り
方
は

如
何
で
あ
ろ
う
か
。

平
湖
県
の
場
合
、
乾
隆
二
十
ニ
年
以
来
の
定
例
に
則
し
、
郷
紳
も
保
甲
制

に
編
入
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

為
此
示
、
仰
闔
邑
紳
耆
軍
民
人
等
知
悉
、
爾
等
遵
照
後
開
條
示
、
実
力
辨

理
。

四
。
二
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清朝中期の保甲制について

一
編
査
保
甲
…
…
…
其
各
戸
姓
名
年
歳
田
産
、
及
作
何
仕
宦
ヽ
作
何
行
1

と
あ
り
、
郷
紳
も
保
甲
制
内
に
編
入
さ
れ
、
「
戸
口
牌
冊
≒
門
牌
」
に
は
「
仕

宦
」
名
を
記
す
事
を
規
定
し
て
お
り
、
従
っ
て
未
任
者
は
「
挙
人
≒
生
員
」

等
の
資
格
を
記
し
か
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
~
つ
し
て
保
甲
内
に
「
斉
民
」

と
一
体
に
編
人
さ
れ
た
郷
紳
が
、
先
述
の
如
く
、
郷
老
∵
甲
耆
等
に
就
任
す

る
事
と
な
る
。
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、
保
甲
制
の
民
間
に
お
け
る
最
高
責

任
者
で
あ
る
郷
耆
の
地
位
に
郷
紳
の
就
任
を
絶
対
条
件
と
し
て
い
る
事
で
あ

る
。
署
知
県
王
鳳
生
は
「
郷
耆
請
啓
式
」
を
著
わ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
郷
紳
を
こ
の
地
位
に
据
え
る
狙
い
と
し
て
。

惟
教
化
一
節
、
耆
老
蔚
為
郷
望
、
允
合
與
聞
、
而
換
冊
之
期
、
若
1

一
介

郷
民
、
抱
冊
遠
未
、
恐
吏
胥
不
無
藐
視
、
日
久
弊
生
、
因
念
某
某
年
長
先

生
碩
徳
典
型
ヽ
梓
桑
矜
式
、
郷
党
既
服
其
公
評
、
官
吏
咸
引
為
上
礼

と
あ
り
、
教
化
の
任
を
与
え
る
事
と
共
に
、
彼
ら
に
備
わ
る
有
形
無
形
の
威

権
に
よ
り
、
従
来
の
吏
行
に
よ
る
需
索
等
の
弊
を
除
去
し
、
保
甲
制
の
重
要
性

を
認
識
せ
し
め
、
有
効
な
施
行
を
可
能
な
ら
し
め
よ
う
と
い
う
点
が
窺
が
わ

れ
る
。
H

^
J
に
は
郷
紳
の
郷
里
に
お
け
る
威
望
を
最
大
限
に
民
に
対
し
、
又

官
・
吏
に
対
し
て
活
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
有
る
と
推
測
し
得
る
。
こ
う

し
て
最
高
責
任
者
と
し
て
の
郷
耆
に
郷
紳
が
就
任
し
、
彼
に
よ
っ
て
里
耆
=

坊
耆
及
び
甲
耆
が
選
任
さ
れ
る
が
、
甲
耆
は
原
則
と
し
て
郷
紳
を
充
て
る
事

と
し
て
い
る
。
郷
耆
の
補
佐
役
に
位
置
付
け
ら
れ
る
里
耆
に
つ
い
て
は
何
の

条
件
も
規
定
し
て
い
な
い
為
、
こ
の
地
位
に
郷
紳
が
就
任
す
る
か
否
か
不
明

で
あ
る
が
、
換
冊
の
期
に
は
郷
耆
と
共
に
「
治
酒
相
歎
」
を
受
け
る
存
在
、

又
下
位
者
の
甲
耆
に
郷
紳
が
就
任
し
て
い
る
事
か
ら
、
里
耆
に
郷
紳
が
就
任

す
る
可
能
性
は
充
分
に
有
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
事
か
ら
、
従
来
の
保

甲
制
に
お
け
る
各
段
階
の
統
轄
者
と
し
て
の
保
正
・
甲
長
・
牌
頭
へ
の
郷
紳

の
就
任
を
、
そ
の
威
権
に
よ
る
「
一
般
民
へ
の
横
」
に
対
す
る
警
戒
か
ら
、

四
四

或
い
は
f
」
の
地
位
を
端
役
の
一
種
と
す
る
観
点
か
ら
、
当
局
・
郷
紳
共
々
に

回
避
或
い
は
拒
否
す
る
と
い
う
状
況
と
は
様
変
り
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
事

が
見
て
取
れ
る
。
こ
の
事
は
郷
紳
の
保
甲
制
へ
の
全
面
的
関
与
と
言
っ
て
も

過
言
で
な
い
状
況
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
か
か
る
郷
紳
の
全
面
的

関
与
が
郷
紳
の
主
体
的
な
意
図
に
よ
っ
て
為
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ

郷
紳
が
時
流
に
押
さ
れ
、
或
い
は
地
方
官
の
懇
請
に
よ
り
関
与
す
る
事
に
な

っ
た
面
の
あ
る
事
も
事
実
で
あ
る
。
即
ち
王
鳳
生
の
就
任
以
前
の
平
湖
県
の

状
況
に
つ
い
て
。

脩
潔
白
好
之
士
、
裏
足
不
前
、
雖
地
方
官
三
令
五
中
、
諭
令
紳
耆
挙
充
里

甲
、
而
累
月
経
年
、
延
挨
退
縮
、
圖
有
一
応
者
、

と
述
べ
、
行
史
等
の
需
索
の
弊
に
よ
り
、
地
方
官
の
再
三
の
里
甲
長
へ
の
就

任
要
請
に
対
し
て
応
ず
る
者
が
皆
無
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
王
鳳

生
は
「
長
」
を
「
耆
」
と
い
う
尊
称
を
用
い
て
郷
紳
と
し
て
の
体
面
を
重
し
、

又
経
済
的
負
担
も
負
わ
せ
な
い
と
い
う
改
善
策
を
示
す
事
に
よ
っ
て
彼
ら
を

保
甲
制
に
関
与
さ
せ
る
と
い
う
経
過
が
有
っ
た
。
二
の
点
は
。

而
欲
其
依
法
力
行
、
経
久
無
弊
、
則
端
頼
於
地
方
公
正
紳
耆
、
同
心
協
理
。

方
能
相
与
有
成
、

と
知
県
が
述
べ
る
如
く
、
当
時
に
在
っ
て
ば
、
保
甲
制
の
実
効
有
る
施
行
に

は
郷
紳
の
参
与
を
不
可
欠
と
す
る
認
識
が
有
っ
た
為
で
も
有
る
と
言
え
る
。

一
方
郷
紳
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
従
未
の
一
般
民
を
保
甲
長
と
す
る
保
甲
制

が
青
史
等
の
需
索
に
よ
っ
て
機
能
し
な
い
ば
か
り
か
、
逆
に
擾
乱
を
醸
?
も

の
と
し
て
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
状
況
、
及
び
各
地
に
頻
発
す
る
「
教
匪
」

横
行
に
よ
る
秩
序
の
不
安
定
と
い
う
事
態
は
、
伝
統
的
儒
教
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
護
侍
者
を
自
任
す
る
彼
ら
に
と
っ
て
、
も
は
や
保
甲
制
の
諸
役
を
端
役
と

し
て
回
避
す
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
白
ら
の
郷
材
支
配
・
人
民
支
配
の
動
揺

へ
の
対
策
と
し
て
深
刻
に
位
置
付
け
、
白
ら
を
主
体
者
と
し
て
直
接
保
甲
制
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彦克

に
関
与
し
、
指
導
し
て
い
く
必
要
性
を
痛
感
し
て
来
た
が
故
に
、
知
県
の
側

か
ら
す
る
旧
弊
の
改
善
・
懇
請
と
相
挨
っ
て
、
積
極
的
に
保
甲
制
へ
の
関
与

に
乗
り
出
し
て
未
た
と
考
え
ら
れ
る
。
か
か
る
郷
紳
側
の
対
応
は
、
'
』
の
後

の
太
平
天
国
等
に
代
表
さ
れ
る
支
配
の
危
機
に
際
し
て
の
団
練
の
結
成
・
善

堂
の
設
置
等
、
地
方
支
配
の
確
立
・
安
定
化
に
主
導
的
立
場
を
取
る
事
に
な

る
が
、
嘉
慶
期
の
保
甲
制
へ
の
直
接
的
関
与
は
、
そ
の
先
駆
的
な
現
わ
れ
と

評
価
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

清
朝
中
期
嘉
慶
期
に
お
け
る
保
甲
制
に
つ
い
て
、
浙
江
平
湖
県
を
例
と
し

て
、
そ
の
特
徴
等
を
検
討
し
て
来
た
が
、
そ
こ
で
は
先
ず
第
一
に
郷
紳
の
保

甲
制
へ
の
全
面
的
関
与
と
い
う
特
徴
を
見
い
出
す
事
が
出
来
る
。
こ
の
事
は

一
般
民
戸
の
み
を
構
成
員
と
す
る
清
初
ま
で
の
保
甲
制
、
又
郷
紳
を
保
甲
内

に
編
人
し
な
が
ら
も
、
保
甲
諸
役
を
免
除
し
た
乾
隆
期
の
そ
れ
と
大
き
く
異

黒

る
点
で
あ
り
、
郷
紳
の
郷
村
に
お
け
る
位
置
・
役
割
の
変
化
を
見
る
事
が
出

未
る
。
即
ち
郷
紳
が
そ
の
威
権
を
隠
然
と
影
の
場
に
在
っ
て
行
使
し
、
郷
村

目

に
対
す
る
指
導
力
を
発
揮
し
、
支
配
し
得
た
時
代
か
ら
、
自
か
ら
が
表
面
に

出
て
主
導
的
に
活
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
変
っ
て
来
た
事
を
物
語

る
も
の
で
あ
る
。
か
か
る
郷
紳
の
指
導
の
顕
在
化
を
も
た
ら
し
た
原
因
は
、

白
蓮
教
徒
の
乱
の
鎮
圧
過
程
に
暴
露
さ
れ
た
官
憲
力
の
弱
化
、
地
方
官
憲
の

支
配
力
の
弱
ま
り
と
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
湧
き
起
る
人
民
の
抵
抗
運
動
の

高
ま
り
に
よ
る
地
方
治
安
の
不
安
定
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た

人
民
の
抵
抗
の
増
大
と
支
配
力
の
弱
化
の
状
況
に
対
し
て
、
旧
未
の
支
配
体

制
を
護
持
す
べ
く
求
め
ら
れ
た
の
が
、
郷
紳
の
郷
村
に
対
す
る
政
治
的
・
経

済
的
な
力
の
活
用
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
郷
紳
の
地
方
政
治
へ

の
関
与
の
顕
在
化
の
一
環
と
し
て
、
保
甲
制
へ
の
全
面
的
関
与
の
現
わ
れ
を

位
置
付
け
る
事
が
出
未
る
と
考
え
ら
れ
る
。

か
か
る
郷
紳
の
対
応
の
変
化
と
共
に
、
第
二
に
治
安
維
持
の
方
策
と
い
う

面
で
、
新
た
な
手
段
と
し
て
、
「
戸
冊
」
な
る
要
監
視
者
名
簿
を
別
置
し
、

こ
れ
に
監
視
・
取
締
り
の
目
を
集
中
す
る
と
い
う
方
式
が
現
わ
れ
て
未
だ
事

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
戸
」
に
対
す
る
取
締
り
の
任
を
保
甲
制
の
枠
外

に
在
る
地
保
に
一
任
し
て
い
る
と
い
う
事
は
、
地
保
の
任
務
の
増
大
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
地
保
の
職
役
化
を
一
層
強
め
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
こ
の

事
は
郷
紳
が
保
甲
制
に
全
面
的
に
関
与
す
る
事
態
の
中
で
、
か
か
る
問
題
を

起
し
か
ね
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
要
監
視
人
物
を
管
内
に
持
つ
事
は
、
一

旦
事
が
起
っ
た
場
合
、
当
然
大
な
り
小
な
り
責
任
を
問
わ
れ
る
事
に
な
る
が
、

そ
う
し
た
事
態
を
予
め
回
避
し
よ
う
と
す
る
態
度
の
現
わ
れ
と
見
ら
れ
る
。

郷
紳
の
保
甲
制
へ
の
関
与
は
、
反
面
で
こ
う
し
た
自
ら
に
は
ね
返
る
負
担
・

責
任
等
を
回
避
し
な
が
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
一
地
方
の
実
情
を
素
材
と
し
て
、
保
甲
制
と
郷
紳
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
述
べ
た
が
、
も
と
よ
り
こ
れ
が
全
国
的
な
展
開
で
あ
る
と
結
論
付
け
る

事
は
早
計
で
あ
り
、
更
に
多
く
の
ケ
ー
ス
ー
ス
タ
デ
イ
の
積
重
ね
を
必
要
と

す
る
が
、
情
勢
の
推
移
か
ら
推
し
て
、
郷
紳
の
地
方
政
治
へ
の
関
与
の
強
ま

り
、
そ
の
一
環
と
し
て
の
保
甲
制
へ
の
直
接
的
関
与
と
い
う
事
態
を
認
め
る

事
が
出
来
る
と
考
え
る
。

小
稿
に
在
っ
て
ば
平
湖
県
に
お
け
る
反
体
制
側
の
動
向
如
何
、
又
王
鳳
生

に
よ
る
保
甲
制
の
実
効
性
如
何
等
は
史
料
の
関
係
上
究
明
し
得
な
か
っ
た
。

又
王
鳳
生
の
保
甲
制
に
お
い
て
は
、
菴
観
寺
院
、
漁
戸
、
貿
易
港
で
あ
る
乍

浦
に
お
け
る
荷
役
労
働
者
「
脚
夫
」
、
及
び
乞
丐
に
対
す
る
取
締
り
法
等
が
含

ま
れ
て
い
る
が
、
紙
幅
の
関
係
上
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
後
日
機
会

を
得
て
触
れ
た
い
と
考
え
て
い
る
。
大
方
の
叱
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

(
昭
和
5
4
年
8
月
2
8
日
受
理
)

四
五
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清朝中期の保甲制について

こ
の
間
の
保
甲
制
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
、
和
田
清
編
「
支
那
地
方
自
治
発
達
史
」

(
中
華
民
国
法
制
研
究
会
、
一
九
三
九
年
)
及
び
聞
釣
天
「
中
国
保
甲
制
度
」
(
商
務

印
書
館
、
一
九
三
一
二
年
)
等
参
照
。

拙
稿
「
清
朝
初
期
の
保
甲
法
に
関
す
る
一
考
察

浙
江
省
臨
安
県
の
場
合
-
」

(
「
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
」
第
二
五
輯
、
人
文
社
会
編
、
一
九
七
六
年
)
参
照
。

拙
稿
「
雍
正
期
浙
江
に
お
け
る
順
荘
法
の
一
考
察
」
(
「
歴
史
研
究
」
第
二
四
号
、
愛

知
教
育
大
学
歴
史
学
会
、
一
九
七
七
年
)
参
照
。

さ
し
あ
た
り
徐
棟
等
編
「
保
甲
書
輯
要
」
に
収
録
さ
れ
て
い
る
葉
佩
、
陸
耀
、
葉

世
倬
、
汪
輝
祖
、
李
光
型
等
乾
隆
期
の
人
々
の
保
甲
論
参
照
。

地
丁
銀
制
の
意
味
は
、
当
然
土
地
を
所
有
し
得
な
い
佃
農
等
を
賦
役
徴
収
の
対
象
よ

り
除
外
し
た
と
い
う
点
か
ら
、
対
農
村
支
配
と
い
う
面
で
は
従
来
と
は
局
面
を
異
に

し
、
賦
役
徴
収
の
対
象
外
に
置
か
れ
た
人
々
を
把
握
す
る
手
段
と
し
て
保
甲
制
重
視

の
考
え
方
が
現
わ
れ
て
来
る
事
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
仁
宗
実
録
」
嘉
慶
十
八
年
九
月
に
卯
の
條
、
及
び
同
九
月
丙
戊
の
條
等
参
照
、
尚

こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
中
正
「
中
国
史
に
お
け
る
革
命
と
宗
教
」
第
十
一
章

『
清
代
宗
教
反
乱
の
性
格
』
に
お
い
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
。

「
仁
宗
実
録
」
同
年
九
月
庚
辰
の
條
。

同
前
、
同
日
の
條
。

嘉
慶
四
年
、
給
事
中
甘
立
猷
等
の
條
奏
を
承
け
て
の
保
甲
令
が
発
布
さ
れ
て
い
る
。

「
清
朝
続
文
献
通
考
」
巻
二
十
丘
、
戸
口
一
参
照
。

前
掲
鈴
木
論
文
参
照
。

「
仁
宗
実
録
」
嘉
慶
十
八
年
十
月
発
丑
の
條
。

同
前
、
嘉
慶
十
八
年
十
一
月
庚
寅
の
條
。

同
前
、
嘉
慶
十
九
年
十
月
辛
巳
の
條
。

同
前
、
同
條
。

同
前
、
嘉
慶
十
九
年
十
一
月
発
卯
の
條
。

同
前
、
同
條
。

「
光
緒
平
湖
県
志
」
巻
三
、
宦
績
、
文
秩
、
知
県
の
項
に
は
、
「
王
鳳
生
、
字
竹
嶼
、
安

徽
源
人
」
と
あ
る
が
、
「
保
甲
書
輯
要
」
の
『
姓
名
爵
里
考
』
に
在
っ
て
ば
「
王
鳳

生
、
字
振
軒
、
号
竹
嶼
、
安
微
茫
源
人
」
と
あ
る
。
又
楊
家
駱
編
「
歴
代
人
物
年
頃

通
譜
」
に
拠
れ
ば
、
彼
の
字
を
「
竹
嶼
」
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
県
志
」
に
従

う
こ
と
と
す
る
。

四
六

「
光
緒
平
湖
県
志
」
巻
一
二
、
宦
績
、
文
秩
、
知
県
の
項
。

「
浙
汀
平
湖
県
編
査
保
甲
事
宜
」
(
以
下
「
保
甲
事
宜
」
と
略
称
)
序
文
参
照
。

同
前

以
上
は
「
保
甲
事
宜
」
序
文
に
拠
る
。

示
文
、
計
開
の
後
に
付
さ
れ
て
い
る
「
平
湖
県
城
郷
共
九
十
坊
」
と
題
す
る
示
文
に

拠
っ
て
作
製
し
た
。

「
計
開
」
第
二
條
。

同
前
、
第
二
條
。

同
前
、
第
九
條
。

同
前
、
第
二
條
。

同
前
、
第
九
條
。

以
上
の
記
述
は
「
計
開
」
第
二
條
、
及
び
「
郷
里
甲
否
応
責
成
事
件
」
第
二
條
に
拠

「
諭
単
」
の
項
。

以
上
の
記
述
は
「
諭
単
」
に
拠
る
。

「
諭
単
」
の
後
の
説
明
文
。

同
前
。

「
條
約
三
章
」
冒
頭
の
示
文
。

甲
耆
に
対
す
る
「
執
照
」
文
。

同
前
。

坊
耆
に
対
す
る
「
執
照
」
の
後
の
説
明
文
。

同
前
。

「
郷
里
申
耆
応
責
成
事
件
」
第
三
・
四
・
八
條
。

同
前
第
一
・
二
條
。

同
前
第
九
條
。

同
前
第
十
條
。

曽
我
部
静
雄
「
中
国
及
び
古
代
日
本
に
お
け
る
郷
村
形
態
の
変
遷
」
第
三
章
、
佐
伯

富
「
清
代
の
郷
約
一
地
保
に
つ
い
て
」
(
「
中
国
史
研
究
第
二
」
所
収
)
村
松
祐
次
「

「
清
末
の
江
南
に
お
け
る
小
作
条
件
と
小
作
料
の
催
追
に
つ
い
て
」
(
「
近
代
江
南
の

租
桟
」
所
収
)

以
下
は
佐
伯
氏
前
掲
論
文
に
拠
る
。

佐
伯
氏
は
前
掲
論
文
中
に
お
い
て
、
「
財
産
が
あ
り
徳
望
の
あ
る
有
力
者
が
あ
て
ら
れ
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る
」
と
述
べ
て
い
る
。

「
計
開
」
第
十
三
條
。

「
計
開
」
第
十
二
條
。

「
計
開
」
第
一
條
に
「
尚
有
不
肖
書
吏
索
詐
、
及
地
保
派
費
者
、
許
即
指
名
案
県
、
立

拿
厳
究
」
と
あ
る
。

「
平
湖
県
城
郷
共
九
十
坊
」
末
尾
の
項
。

「
計
開
」
第
十
二
條
。

「
地
方
官
勿
得
擾
累
郷
里
耆
事
件
」
第
三
條
。

「
宣
講
聖
諭
儀
注
式
」
の
項
。

「
計
開
」
末
尾
の
項
。

「
小
告
示
式
」
末
尾
の
項
。

「
郷
里
甲
耆
応
責
成
事
件
」
第
一
條
。

「
條
約
三
章
」
末
尾
の
項
。

「
小
告
示
式
」
末
尾
の
項
。

「
郷
里
甲
耆
応
責
成
事
件
」
第
二
・
四
條
。

牌
甲
内
有
曽
犯
旅
廠
有
案
之
戸
、
不
准
編
入
保
甲
、
摘
帰
戸
冊
、
交
地
保
収
管

(
「
計
開
」
第
五
條
)

牌
甲
内
有
遊
民
匪
犯
土
妓
等
戸
、
各
居
民
不
屑
與
為
伍
者
、
即
行
摘
出
、
別
立
一
冊
、

写
明
某
坊
某
甲
某
牌
戸
某
某
、
稟
集
一
坊
、
為
一
総
冊
、
姑
予
自
新
、
交
該
坊
地

保
査
管
(
「
計
開
」
第
四
條
)

]
甲
各
戸
、
如
有
竊
匪
窩
家
并
聚
娼
賭
者
、

無
論
巳
未
犯
案
、

告
知
郷
里
耆
、
郷
里
耆
査
明
、
諭
令
地
保
、
稟
宮
帰
人
戸
、

事
件
」
第
五
條
)

該
甲
耆
随
時
査
察
、

(
「
郷
里
甲
耆
応
責
成

有
外
県
隻
身
之
人
、
無
可
査
考
者
、
於
該
戸
下
、
註
明
房
主
何
人
、
作
為
戸
、

交
保
収
管
(
「
計
開
」
第
六
條
)

「
各
坊
保
甲
循
環
冊
式
」
冒
頭
の
項
。

「
計
開
」
第
五
條
に
「
如
敢
狗
隠
、
察
出
重
処
」
と
あ
る
が
、
故
意
で
な
い
場
合
で
も

「
重
処
」
さ
れ
る
可
能
性
が
有
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

康
熙
四
十
七
年
の
定
制
や
「
福
恵
全
書
」
に
は
か
か
る
配
慮
は
見
ら
れ
な
い
。

拙
稿
「
清
朝
初
期
の
保
甲
法
に
関
す
る
一
考
察
-
-
浙
汀
省
臨
安
県
の
場
合
-
-
L

(
「
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
」
第
二
五
輯
)
参
照
。

同
前
。

「
示
文
」
冒
頭
の
項
。

「
計
開
」
第
二
條
。

「
郷
耆
請
啓
式
」
の
項
。

「
郷
耆
請
啓
式
」
の
説
明
文
。

「
保
甲
事
宜
」
序
文
。

具
体
的
に
は
「
其
官
胥
之
盤
費
食
、
按
日
捐
給
、
暁
示
民
間
、
勿
令
絲
毫
優
累
」

(
「
保
甲
事
宜
」
序
文
)
及
び
「
銭
糧
漕
米
、
彷
帰
糧
差
地
保
催
征
、
不
得
責
成
郷
里

甲
西
、
領
催
完
等
事
、
致
滋
擾
累
」
(
「
地
方
官
勿
得
擾
累
郷
里
甲
西
事
件
」
第
ご

條
)
と
あ
る
。

⑤

「
條
約
三
章
」
序
文
。

〔
付
記
〕

小
橋
は
一
九
七
八
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
(
一
般
研
究
�
)
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
で
あ
る
。

四
七
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